
産婦健診は、育児をはじめたばかりで、こころと身体に大きな変化が出現
しやすい時期に、出産した産科医療機関で、健診を受けていただくものです。
産後 2 週間、産後 1 か月など出産後間もない時期の産婦に対する健康診査
の費用を助成します。

産婦健診のご案内

産婦診査を受ける日に、飯塚市に住民票がある方（令和5年4月1日以降に産婦健診を受ける方）

1回の出産につき、助成は2回まで。産後2週頃と産後4週頃の産婦健診を基本とします。
※産後8週未満まで助成対象期間とします。

問診　診察　体重・血圧測定　尿検査　こころの健康チェック

上記健診内容について、契約医療機関では1回5000円を上限として市が負担します。
それを超えた部分には自己負担が発生しますので、ご注意ください。

健診費用健診費用

健診内容健診内容

受診時期・助成回数受診時期・助成回数

対象となる方対象となる方

◎契約医療機関以外で受診される場合
一旦全額を自己負担していただき、後日、申請により払い戻しができますので、
担当課にお問合せください。

※本市が定める産婦健診項目を実施できなかった場合には、助成対象外となることがあります。
　なお、お子さんの健診費用の助成はありません。

産婦健診の際、産婦健診受診券を提出してください。
＜受診券の形式＞
　・令和5年3月31日までに母子手帳交付の方＝　『産婦健診のお知らせ』はがき
　・令和5年4月1日以降に母子手帳交付の方 ＝　妊婦健診受診券の裏側に貼付しています
※来院時、受診券がないと産婦健診を受診することができませんので、忘れずに持参してください。

◎転出者の方へ
飯塚市・嘉麻市・桂川町以外の市町村に転出される場合は、助成を受けることができません。
転出先の市町村で産婦健診の助成を行っているか、ご確認をお願いします。

有松病院、飯塚病院、すどうクリニック、田中クリニック、菜の花助産院、助産院 笑望
（原則として出産した産科医療機関で受診してください）

注意事項注意事項

近隣の主な契約医療機関近隣の主な契約医療機関

受診の方法受診の方法

●お問合せ　子育て支援課　母子保健係（☎直通電話 0948-43-3305　FAX 0948-21-9508）

指定の医療機関（受診券同封のチラシ・市ホームページに掲載しています）
から選び、事前に医療機関にご相談のうえ受診してください。

集団健診日程表（受診券同封のチラシ・市ホームページに掲載しています）か
らご希望の日を選び、電話・ネット・LINEのいずれかでお申し込みください。

集団健診 （がん検診の同時実施あり）

個別健診 （がん検診の同時実施なし）

受診方法

ネット LINE

集団健診予約コールセンター
（平日 8：30～17：15）

0948-22-5527
電話

●お問合せ
　健幸保健課　特定健診係　（予約先ではありませんのでご注意ください）
　電話 0948-24-4002　FAX 0948-25-8994

■ 特定健診受診券（黄色）
　 ※令和5年4月中に、対象の人へ受診券をお送りしています。
■ 国民健康保険被保険者証
■ 健診料金
■ 前年度の健診結果（お持ちの人のみ）

500円

生活習慣病の予防・早期発見・早期治療のために、特定健診を受けましょう！
治療中の人や職場で健診を受けている人も対象ですが、特定健診を受けない場合は、検査・健診
結果の提供にご協力をお願いします（健幸保健課までご連絡ください）。

飯塚市国民健康保険にご加入の
40歳～ 74歳の人が対象です

令和5年5月1日（月）～令和6年1月31日（水）受診期間

健診料金

必要なもの

特定健診

• 令和4年度に特定健診を受診した人
• 今年度中に40歳・50歳・60歳になる人
• 非課税世帯証明書を提出した人

※以下の人は健診料金が無料になります

今年度から
予約専用のコール
センターを開設
しました！

画面下メニューの「予約機能」
よりお申込みください。
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